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第１節 防災知識普及計画 

第１ 基本方針 

町及び防災関係機関（以下本節中「防災関

係機関等」という。）は、職員に対して防災

教育を実施するとともに、広く町民に対し

て防災知識の普及に努め、自主防災思想の

普及、徹底を図る。 

なお、防災知識の普及を図る際には、高齢

者、障がい者等の要配慮者の多様なニーズ

に十分配慮するとともに、地域において要

配慮者を支援する体制の整備を図る。また、

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の

視点にも配慮する。 

 

第２ 防災知識の普及 

【総務課、学校教育課、消防防災課】 

１～２ ［略］ 

３ 町民に対する防災知識の普及 

(1) 町は、被害の防止、軽減の観点から、

住民に対して、「自らの命は自らが守

る」という意識を持ち自らの判断で避難

行動をとること及び早期避難の重要性を

住民に周知し、住民の理解と協力を得る

ものとする。 

 

(2) ［略］ 

(3) ［略］ 

① ［略］ 

② 気象警報、避難勧告等の意味及び内    

 容 

③ 平常時における心得 

 ・地域の災害危険箇所や避難場所、避難

路等を確認する。 

 

 

［新規］ 

 

 

・［略］ 

［新規］  

 

・［略］ 

 ［新規］ 

 

第１節 防災知識普及計画 

第１ 基本方針 

町及び防災関係機関（以下本節中「防災関

係機関等」という。）は、職員に対して防災

教育を実施するとともに、広く町民に対し

て防災知識の普及に努め、自主防災思想の

普及、徹底を図る。 

なお、防災知識の普及を図る際には、高

齢者、障がい者等の要配慮者の多様なニー

ズに十分配慮するとともに、地域において

要配慮者を支援する体制の整備を図る。ま

た、被災時の性別によるニーズの違い等、

男女双方及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ

等）の視点にも配慮する。 

第２ 防災知識の普及 

【総務課、学校教育課、消防防災課】 

１～２ ［略］ 

３ 町民に対する防災知識の普及 

(1) 町は、被害の防止、軽減の観点から、

住民に対して、「自らの命は自らが守

る」という意識を持ち自らの判断でタイ

ミングを逸することなく適切な避難行動

をとること及び早期避難の重要性を住民

に周知し、住民の理解と協力を得るもの

とする。 

(2)  [略] 

(3) ［略］  

① ［略］ 

② 気象警報、避難指示等の意味及び内  

 容 

③ 平常時における心得 

 ・地域の災害危険箇所や指定緊急避難

場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・

旅館などの避難所、避難路等を確認

する。 

 ・他地域を訪問する予定がある場合は、

あらかじめ当該市町村の避難計画を

確認する。 

・［略］ 

 ・いざというときの対処方法を検討す

る。 

・［略］ 

   ・広域避難の実効性を確保するため

の、通常の避難との相違点を含めた

広域避難の考え方。 

 

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 



本編 第２編 第１章 震災予防計画 

項 現計画 修正案 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

④ 震災時における心得、避難方法 

 ［新規］ 

 

 

 ［新規］ 

 

⑤～⑨ [略]   

⑩ 津波警報、避難勧告等の意味及び内   

 容 

⑪ [略] 

[新規]   

 

 

(4)～(5) [略]  

[新規]  

 

 

 

 

 

４～９ [略]   

 

 

 

第２節 地域防災活動活性化計画 

第１ 基本方針 

   [略] 

第２ 自主防災組織等の育成 

【総務課、消防防災課、復興企画課】 

１ 自主防災組織の育成強化 

(1) [略]  

(2) 自主防災組織の活動 

[略]  

① 平常時の活動 

ア～オ [略] 

カ 地域の危険箇所、指定緊急避難場

所及び指定避難所の把握、発災時に

おける地域内での連絡体制の構築 

② 災害時の活動 

ア [略] 

イ 町民に対する避難勧告等の伝達、

確認 

ウ～キ [略]  

２～３ [略]  

④ 震災時における心得、避難方法 

・所在(居住または滞在)する自治体等

から災害情報や避難情報を収集す

る。 

 ・所在（居住または滞在）する自治体に

よる防災対策に従う。 

⑤～⑨ [略]  

⑩ 緊急地震速報、津波警報、避難指示等

の意味及び内容 

⑪ [略] 

⑫ 家屋が被災した際に、片付けや修理

の前に、家屋の内外の写真を撮影する

など、生活の再建に資する行動 

(4) ～(5) [略]  

(6) 町は、災害発生後に指定避難所や仮設

住宅、ボランティアの活動場所等におい

て、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被

害者にも加害者にもならないよう、「暴

力は許されない」意識の普及、徹底を図

るものとする。 

４～９ ［略］ 

 

 

 

第２節 地域防災活動活性化計画 

第１ 基本方針 

 [略] 

第２ 自主防災組織等の育成 

【総務課、消防防災課、政策企画課】 

１ 自主防災組織の育成強化 

(1) [略]  

(2) 自主防災組織の活動 

[略]  

① 平常時の活動 

ア～オ  

カ 地域の危険箇所、指定緊急避難場

所及び指定避難所の把握、災害時に

おける地域内での連絡体制の構築 

② 災害時の活動 

ア [略] 

イ 町民に対する避難指示等の伝達、

確認 

ウ～キ [略]  

２～３ [略]  

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 

○町独自の修正（組織改編に伴う修正） 

○所要の修正 
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第３節 防災訓練計画 

第１ 基本方針 

   [略]  

第２ 実施要領 

【総務課、消防防災課】 

１ 実施方法 

(1)～(2) [略]  

(3) 訓練は、図上訓練又は実地訓練により実

施し、地域において発生する可能性の高い

複合災害も想定するなど、具体的な災害想

定に基づくより実践的な内容とする。 

① [略] 

② 実地訓練は、防災対策用資機材を用

い、各々の対策要員が関係機関と連携の

もと実地に防災活動に習熟するため実

施する。 

(4) [略]    

２ 実施に当たって留意すべき事項 

[略]  

(1)～(9) [略] 

[新規] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 通信確保計画 

第１ 基本方針 

(1)～(2) [略]  

(3) 情報通信技術の発達を踏まえ、ＡＩ、

ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技

術、ＳＮＳなど、ＩＣＴの防災施策への

積極的な活用が必要である。 

 

 

 

 

第２ 通信施設・設備の整備等 

   [略] 

 

第３節 防災訓練計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 実施要領 

【総務課、消防防災課】 

１ 実施方法 

(1)～(2) [略]  

(3) 訓練は、図上訓練又は実動訓練により実

施し、地域において発生する可能性の高い

複合災害も想定するなど、具体的な災害想

定に基づくより実践的な内容とする。 

① [略] 

② 実動訓練は、防災対策用資機材を用

い、各々の対策要員が関係機関と連携の

もと実動により防災活動に習熟するた

め実施する。 

(4) [略]  

２ 実施に当たって留意すべき事項  

[略]  

(1)～(9) [略]  

(10)避難所開設・運営訓練の実施 

新型コロナウイルス感染症を含む感染

症の拡大のおそれがある状況下での災害

対応に備え、感染症対策に配慮した避難

所開設・運営訓練を積極的に実施する。 

 

 

 

 

 

第４節 通信確保計画 

第１ 基本方針 

(1)～(2) [略]  

(3) 効果的・効率的な防災対策を行うた

め、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピュー

ティング技術、ＳＮＳの活用など、災害

対応業務のデジタル化を促進する必要が

ある。デジタル化に当たっては、災害対

応に必要な情報項目等の標準化やシステ

ム活用したデータ収集・分析・加工・共

有の体制整備を図る必要がある。 

第２ 通信施設・設備の整備等 

[略] 

 

 

修正 

理由 

 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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第５節 避難対策計画 

第１ [略] 

第２ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整

備等 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所等の整備 

指定緊急

避難場所 

(1) 大規模な火事などの輻射

熱から避難者の安全を確保

できる十分な広さを有する

公園、緑地、広場、その他

の公共空地等であること。 

 

(2)～(3) [略]  

(4) 避難者１人当たりの必要

面積をおおむね２㎡以上と

し、対象避難地区すべての

町民（昼間人口を考慮す

る）を受入れることができ

る場所であること。 

 

 

 

 
 

(5)～(8) [略]  

指定 

避難所 
[略] 

①～② [略]  

③ 町は、一般の指定避難所内の一般避難ス

ペースでは生活することが困難な要配慮

者のため、必要に応じて福祉避難所を指定

するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

  

④～⑥ [略]  

[新規] 

 

 

 

 

 

 

第５節 避難対策計画 

第１ [略] 

第２ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整

備等 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所等の整備 

指定緊急

避難場所 

(1) 火災の延焼によって生じ

る輻射熱から避難者の安全

を確保できる十分な広さを

有する公園、緑地、広場、

その他の公共空地等である

こと。 

(2)～(3) [略]  

(4) 避難者１人当たりの必要

面積をおおむね２㎡以上

（新型コロナウイルス感染

症に対応する場合、新型コ

ロナウイルス感染症対策に

配慮した避難所運営ガイド

ライン等を参考に設定）と

し、対象避難地区すべての

町民（昼間人口を考慮す

る）を受入れることができ
る場所であること。 

(5)～(8) [略]  

指定 

避難所 
[略] 

①～② [略]   

③ 町は、一般の指定避難所内の一般避難

スペースでは生活することが困難な要配

慮者のため、必要に応じて福祉避難所を

指定するよう努めるものとする。なお、

福祉避難所を指定する場合は、要配慮者

の円滑な利用を確保するための措置が講

じられており、災害が発生した場合にお

いて要配慮者が相談等の支援を受けるこ

とができる体制が整備され、主として要

配慮者を滞在させるために必要な居室が

可能な限り確保されるものを指定するよ

う努めるものとする。 

④～⑥ [略]  

 ⑦ 指定緊急避難場所と指定避難所が相互

に兼ねる場合は、特定の災害においては

当該施設に避難することが不適当である

場合があることを日頃から住民等へ周知

するよう努めるものとする。 

 

修正

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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[新規] 

 

 

 

 

２ 避難道路の選定及び整備 

  [略] 

３ 指定緊急避難場所等の環境整備 

町は、次の事項に留意し、平時から指定緊

急避難場所等の環境整備を図る。 

(1) 避難勧告等を迅速に町民へ伝達する手

段の確保 

(2)～(10) [略] 

４ 指定避難所の運営体制等の整備 

  [略] 

第３ 避難計画の策定 

１ 避難計画 

(1) 町は、東日本大震災を受け、指定緊急避

難場所等として指定する施設の管理者そ

の他関係機関等と協議し、次の事項を内容

とした「山田町避難計画」を作成する。 

① 避難準備・高齢者等避難開始（町民

に対して避難準備を呼びかけるとと

もに、避難行動要支援者等に対して

早めの段階で避難行動を開始するこ

とを求めるもの）、避難の勧告又は指

示（緊急）、災害情報の発令基準、発

令区域・タイミング及び伝達方法 

 

 

②～③ [略] 

④～⑨ [略] [略] 

(2) 町は、避難勧告等を町民等に周知し、迅

速・的確な避難行動に結びつけるよう、そ

の伝達内容等を定める。 

 

 

 

⑧ 町は、福祉避難所について、受入れを

想定していない避難者が避難してくるこ

とがないよう、必要に応じて、あらかじ

め福祉避難所として指定避難所を指定す

る際に、受入れ対象者を特定して公示す

るものとする。 

⑨ 町は、福祉避難所で受け入れるべき要

配慮者を事前に調整の上、個別避難計画

等を作成し、要配慮者の避難が必要とな

った際に、福祉避難所へ直接避難するこ

とができるよう努めるものとする。 

２ 避難道路の選定及び整備 

[略] 

３ 指定緊急避難場所等の環境整備 

町は、次の事項に留意し、平時から指定緊

急避難場所等の環境整備を図る。 

(1) 避難指示等を迅速に町民へ伝達する手

段の確保 

(2)～(10) [略]  

４ 指定避難所の運営体制等の整備 

[略] 

第３ 避難計画の策定 

１ 避難計画 

(1) 町は、東日本大震災を受け、指定緊急避

難場所等として指定する施設の管理者そ

の他関係機関等と協議し、次の事項を内容

とした「山田町避難計画」を作成する。 

① 高齢者等避難（避難行動要支援者

等に対して早めの段階で避難行動を

開始することを求めるとともに、高

齢者等以外の者に対して、必要に応

じて、普段の行動を見合わせ始める

ことや自主的な避難を呼びかけるも

の）、避難指示及び緊急安全確保の発

令基準、発令区域・タイミング及び伝

達方法 

②～③ [略] 

④～⑨ [略] [略] 

(2) 町は、避難指示等を町民等に周知し、迅

速・的確な避難行動に結びつけるよう、その伝

達内容等を定める。 

 

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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(3) 強い揺れを伴わないいわゆる津波地震

や遠地地震に関しては、町民等が避難の意

識を喚起しない状態で突然津波が押し寄

せることのないよう、避難指示（緊急）等

の発令・伝達体制を整える。 

(4) [略]  

(5) 「避難勧告等に関するガイドライン」

を参考に避難準備・高齢者等避難開始、

避難勧告、避難指示（緊急）及び災害発

生情報（以下「避難勧告等」という。）の

具体的な発令基準を策定し、その内容に

ついて避難計画とあわせて町民等に周知

する。 

また、災害が発生する危険性が高くな

っている地域に対して、避難勧告等を適

切に発令することができるよう、具体的

な避難勧告等の発令範囲についてもあら

かじめ設定するよう努める。 

(6) 町は、洪水等に対する住民の警戒避難

体制として、洪水予報河川等及び水位周

知下水道については、水位情報、堤防等

の施設に係る情報、台風情報、洪水警報

等により具体的な避難勧告等の発令基準

を設定するものとする。それら以外の河

川等についても、氾濫により居住者や地

下空間、施設等の利用者に命の危険を及

ぼすと判断したものについては、同様に

具体的な避難勧告等の発令基準を策定す

ることとする。また、避難勧告等の発令

対象区域については、細分化しすぎると

かえって居住者等にとってわかりにくい

場合が多いことから、立退き避難が必要

な区域を示して勧告したり、屋内での安

全確保措置の区域を示して勧告したりす

るのではなく、命を脅かす洪水等のおそ

れのある範囲をまとめて発令できるよ

う、発令範囲をあらかじめ具体的に設定

するとともに、必要に応じて見直すよう

努めるものとする。 

町は、これらの基準及び範囲の設定及

び見直しについて、国土交通省、気象庁

又は県から、必要な助言等を求めること

ができる。 

 

 

(3) 強い揺れを伴わないいわゆる津波地震

や遠地地震に関しては、町民等が避難の意

識を喚起しない状態で突然津波が押し寄

せることのないよう、避難指示等の発令・

伝達体制を整える。 

(4) [略]  

(5) 「避難情報に関するガイドライン」を

参考に高齢者等避難、避難指示及び緊急

安全確保（以下「避難指示等」という。）

の具体的な発令基準を策定し、その内容

について避難計画とあわせて町民等に周

知する。 

 

また、災害が発生する危険性が高くな

っている地域に対して、避難指示等を適

切に発令することができるよう、具体的

な避難指示等を発令範囲についてもあら

かじめ設定するよう努める。 

(6) 町は、洪水等に対する住民の警戒避難体

制として、洪水予報河川等及び水位周知下

水道については、水位情報、堤防等の施設

に係る情報、台風情報、洪水警報等により

具体的な避難指示等の発令基準を設定す

るものとする。それら以外の河川等につい

ても、氾濫により居住者や地下空間、施設

等の利用者に命の危険を及ぼすと判断し

たものについては、同様に具体的な避難指

示等の発令基準を策定することとする。ま

た、安全な場所にいる人まで指定緊急避難

場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が

発生するおそれ等があることから、災害リ

スクのある区域に絞って避難指示等の発

令対象区域を設定するとともに、必要に応

じて見直すよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

町は、これらの基準及び対象区域の設

定及び見直しについて、国土交通省、気

象庁又は県から、必要な助言等を求める

ことができる。 

 

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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(7) 避難計画に盛り込む避難準備・高齢者等

避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）

の発令基準は、地域の特性等を踏まえつ

つ、気象警報等の内容に応じたものとし、

その策定又は見直しに当たっては、災害の

危険度を表す情報等の活用について、当該

情報等を取り扱う国及び県の機関の支援

を受け、かつ、国及び県の機関との連携に

努める。 

(8)～(12) [略]  

２ ハザードマップ 

  [略]  

３ 津波避難計画 

(1) [略]  

①～⑥ [略]  

⑦ 避難勧告・指示の発令 

⑧～⑩ [略]  

(2)～(3) [略]  

４ 学校、要配慮者利用施設等における避難計画 

(1)～(6) [略]  

(7) 海水浴場、その他観光施設等の不特定多

数の者が集まる場所においては、来訪者に

対する避難勧告等の周知方法、避難させる

場合の指定緊急避難場所等、経路、誘導方

法等を定める。 

(8) [略] 

５ 広域一時避難 

(1) 町は、災害が発生し、自らの区域内で、

避難者の生命、身体を保護し、又は居住の

場所を確保することが困難な場合におい

て、避難者の県内の他市町村への一時的な

滞在（以下「県内広域一時滞在」という。）

が円滑に実施できるよう、県内の他の市町

村その他の関係団体との応援協定の締結

や具体的な手続き、移動手段の確保等を定

めたマニュアル等の整備に努める。 

 

 

(2) 町は、県内広域一時滞在の受入れを想定

し、受け入れるべき施設をあらかじめ定め

るなど、具体的な受入方法等を定めたマニ

ュアル等の整備に努める。 

 

 

 

(7) 避難計画に盛り込む避難指示等の発令

基準は、地域の特性等を踏まえつつ、気象

警報等の内容に応じたものとし、その策定

又は見直しに当たっては、災害の危険度を

表す情報等の活用について、当該情報等を

取り扱う国及び県の機関の支援を受け、か

つ、国及び県の機関との連携に努める。 

 

 

(8)～(12) [略]  

２ ハザードマップ  

[略] 

３ 津波避難計画 

(1) [略]  

①～⑥ [略]  

⑦ 避難指示の発令 

⑧～⑩ [略]  

(2)～(3) [略] 

４ 学校、要配慮者利用施設等における避難計画 

(1)～(6) [略]  

(7) 海水浴場、その他観光施設等の不特定多

数の者が集まる場所においては、来訪者に

対する避難指示等の周知方法、避難させる

場合の指定緊急避難場所等、経路、誘導方

法等を定める。 

(8) [略]  

５ 広域避難及び広域一時滞在  

(1) 町は、災害が発生するおそれがあり又は

災害が発生し、自らの区域内で、避難者の

生命、身体を保護し、又は居住の場所を確

保することが困難な場合において、広域避

難における居住者等及び広域一時滞在に

おける被災住民（以下「広域避難者」とい

う。）の対応が円滑に実施できるよう、県

内の他の市町村その他の関係団体との応

援協定の締結や具体的な手続き、移動手段

の確保等を定めたマニュアル等の整備に

努める。 

(2) 町は、広域避難者の受入れを想定し、受

け入れるべき施設をあらかじめ定めるな

ど、具体的な受入方法等を定めたマニュア

ル等の整備に努める。 

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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第４ 避難に関する広報 

町は、町民が的確な避難行動をとること

ができるよう、平常時から、指定緊急避難場

所等及び過去の浸水区域等を示した津波ハ

ザードマップ、津波防災マップ、広報紙、パ

ンフレット等の活用、講習会、避難防災訓練

の実施など、あらゆる機会を利用して、避難

に関する広報活動を行い、町民に対する周

知徹底を図る。 

 

 

 

(1) [略] 

(2) 避難行動に関する事項 

① 平常時における避難の心得 

② 避難勧告等の用語の意味 

③ 避難勧告等の伝達方法 

④ 避難の方法 

⑤ 避難後の心得 

(3) [略]  

第５ 避難訓練の実施 

   [略] 

第６ 津波に対する町民等の予防措置 

  [略] 

１ 町民の予防措置 

(1)～(3) [略]  

(4) 町の避難勧告又は避難指示（緊急）に

従って行動する。 

(5) [略]  

２ 船舶の予防措置 

  [略] 

 

 

 

第４ 避難に関する広報 

町は、町民が的確な避難行動をとること

ができるよう、平常時から、指定緊急避難場

所等及び過去の浸水区域等を示した津波ハ

ザードマップ、津波防災マップ、広報紙、パ

ンフレット等の活用、講習会、避難防災訓練

の実施など、あらゆる機会を利用して、避難

に関する広報活動を行い、町民に対する周

知徹底を図る。また、災害時に指定避難所の

開設状況や混雑状況等を周知することも想

定し、ホームページやアプリケーション等

の多様な手段の整備に努めるものとする。 

(1) [略]  

(2) 避難行動に関する事項 

① 平常時における避難の心得 

② 避難指示等の用語の意味 

③ 避難指示等の伝達方法 

④ 避難の方法 

⑤ 避難後の心得 

(3) [略]  

第５ 避難訓練の実施 

 [略] 

第６ 津波に対する町民等の予防措置 

  [略] 

１ 町民の予防措置 

(1)～(3) [略]  

(4) 町の避難指示に従って行動する。 

(5) [略]  

２ 船舶の予防措置 

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 



本編 第２編 第１章 震災予防計画 

項 現計画 修正案 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 要配慮者の安全確保計画 

第１ 基本方針 

町は、防災関係機関、要配慮者関係団体、

介護保険事業者、在宅医療提供者、要配慮者

利用施設等及び地域住民等と協働して、高齢

者、障がい者、外国人、乳幼児及び妊産婦等

の要配慮者の安全確保を図るため、災害時の

情報収集・伝達及び避難誘導等の体制づくり

を支援する。 

特に、避難勧告等の判断・伝達マニュアル

及び避難行動要支援者避難支援計画等を策

定するとともに、実際に避難訓練等を行うな

ど、国、県等の防災関係機関、介護保険事業

者、在宅医療提供者、社会福祉施設設置者等

及び地域住民等の協力を得ながら地域社会

全体で要配慮者の安全確保を図る体制づく

りを進める。 

第２ 実施要領 

１ 避難行動要支援者の実態把握 

(1)～(2) [略]  

 [新規] 

 

 

 

 [新規] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 要配慮者の安全確保計画 

第１ 基本方針 

町は、防災関係機関、要配慮者関係団体、

介護保険事業者、在宅医療提供者、要配慮者

利用施設等及び地域住民等と協働して、高齢

者、障がい者、外国人、乳幼児及び妊産婦等

の要配慮者の安全確保を図るため、災害時の

情報収集・伝達及び避難誘導等の体制づくり

を支援する。 

特に、避難指示等の判断・伝達マニュアル

及び避難行動要支援者避難支援計画等を策

定するとともに、実際に避難訓練等を行うな

ど、国、県等の防災関係機関、介護保険事業

者、在宅医療提供者、社会福祉施設設置者等

及び地域住民等の協力を得ながら地域社会

全体で要配慮者の安全確保を図る体制づく

りを進める。 

第２ 実施要領 

１ 避難行動要支援者実態把握 

(1)～(2) [略]  

(3) 町は、個別避難計画が作成されていない

避難行動要支援者についても、避難支援等

が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時

から必要な配慮をするものとする。 

(4) 町は、個別避難計画が作成されている避

難行動要支援者が居住する地区において、

地区防災計画を定める場合は、地区全体で

の避難が円滑に行われるよう、個別避難計

画で定められた内容を前提とした避難支

援の役割分担及び支援内容を整理し、両計

画の整合が図られるよう努めるものとす

る。また、訓練等により、両計画の一体的

な運用が図られるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

理由 

○町独自の修正（所要の修正） 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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２ 避難行動要支援者名簿の作成、更新及び

情報共有 

町は、要配慮者のうち、避難行動要支援者

の把握に努めるとともに、避難の支援、安否

の確認、その他の避難行動要支援者の生命

又は身体を災害から保護するために必要な

措置(以下「避難支援等」という。) を実施

するための基礎とする名簿（以下「避難行動

要支援者名簿」という。) を作成する。 

 

 

 

また、避難行動要支援者名簿の情報につ

いて、適宜最新の状態に保つよう努めると

ともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合

においても名簿の活用に支障が生じないよ

う、名簿の情報の適切な管理に努める。 

 

 

 

 

(1) 避難行動要支援者の範囲 

 [略]  

(2) 避難行動要支援者名簿の記載事項 

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所及び居所 

オ 電話番号その他の連絡先 

カ 避難支援等を必要とする事由 

キ その他、避難支援等の実施に関して

町長が必要と認める事項 

 [新規] 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画

の作成、更新及び情報共有 

町は、要配慮者のうち、避難行動要支援者

の把握に努めるとともに、避難の支援、安否

の確認、その他の避難行動要支援者の生命

又は身体を災害から保護するために必要な

措置(以下「避難支援等」という。) を実施

するための基礎とする名簿（以下「避難行動

要支援者名簿」という。) を作成し、名簿情

報に係る避難行動要支援者ごとに作成の同

意を得て、個別避難計画を作成するよう努

める。 

また、避難行動要支援者名簿及び個別避

難計画の情報については、避難行動要支援

者の状況の変化、ハザードマップの見直し

や更新、災害時の避難方法等の変更等を適

切に反映したものとなるよう、必要に応じ

て更新するとともに、庁舎の被災等の事態

が生じた場合においても、名簿及び計画の

活用に支障が生じないよう、名簿及び計画

情報の適切な管理に努める。 

 (1) 避難行動要支援者の範囲 

[略]  

(2) 避難行動要支援者名簿の記載事項 

ア 氏名、生年月日、性別、住所又は居所、

電話番号その他の連絡先 

イ 避難支援等を必要とする事由 

ウ その他、避難支援等の実施に関して

町長が必要と認める事項 

 

 

 

(3) 個別避難計画の記載事項 

ア 氏名、生年月日、性別、住所又は居所、

電話番号その他の連絡先 

イ 避難支援者の情報 

ウ 避難支援時の特記事項 

エ 必要な保健・医療・福祉サービスの内    

 容 

 

 

 

 

 

 

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

○町独自の修正 
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３ 避難支援等関係者への名簿情報の提供 

町は、平常時から名簿を提供することに

同意を得ることにより、または、山田町個

人情報保護条例その他関係例規の定めによ

り、避難行動要支援者について、避難支援

等関係者にあらかじめ名簿を提供するとと

もに、名簿情報の漏えいの防止等に関し必

要な措置を講ずる。 

 

 

○避難支援等関係者となるものは、以下

に掲げる団体及び個人とする。 

(1)～(2) [略] 

(3) 民生委員 

(4)～(7) [略]  

４ 避難行動要支援者名簿の管理 

 

避難行動要支援者名簿情報は秘匿性の高

い個人情報が含まれることから、町は名簿

情報の漏えいの防止等について関係規定に

基づき適切な取り扱いを行うほか、避難支

援等関係者に対して適切な管理、取扱いを

行うよう指導する。 

５ 災害情報等の伝達体制の整備 

(1)～(3) [略]  

(4) 町は、平常時から避難行動要支援者と

接している社会福祉協議会、民生委員、ケ

アマネージャー、介護職員等の福祉サー

ビス提供者、在宅医療提供者、障がい者・

難病患者団体等の福祉・医療関係者との

連携を深め、発災時には、これらが構築し

ているネットワークを情報伝達に活用す

る。 

(5) 町は、要配慮者利用施設の管理者に対

し、避難勧告等を確実に伝えるための情

報伝達体制を整備する。 

６～９ [略]  

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 避難支援等関係者への名簿及び個別避難

計画の提供 

町は、平常時から名簿及び個別避難計画

を提供することに同意を得ることにより、

または、山田町個人情報保護条例その他関

係例規の定めにより、避難行動要支援者に

ついて、避難支援等関係者にあらかじめ名

簿及び個別避難計画を提供するとともに、

情報の漏えいの防止等に関し必要な措置を

講ずる。 

○避難支援等関係者となるものは、以下

に掲げる団体及び個人とする。 

(1)～(2) [略] 

(3) 民生・児童委員 

(4)～(7) [略] 

４ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画

の管理 

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画

は秘匿性の高い個人情報が含まれることか

ら、町は名簿及び計画情報の漏えいの防止

等について関係規定に基づき適切な取り扱

いを行うほか、避難支援等関係者に対して

適切な管理、取扱いを行うよう指導する。 

５ 災害情報等の伝達体制の整備 

(1)～(3) [略]   

(4) 町は、平常時から避難行動要支援者と

接している社会福祉協議会、民生委員、ケ

アマネージャー、介護職員等の福祉サー

ビス提供者、在宅医療提供者、障がい者・

難病患者団体等の福祉・医療関係者との

連携を深め、災害時には、これらが構築し

ているネットワークを情報伝達に活用す

る。 

(5) 町は、要配慮者利用施設の管理者に対

し、避難指示等を確実に伝えるための情

報伝達体制を整備する。 

６～９ [略] 

  

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

○所要の修正 
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１０ 外国人の安全確保対策について 

(1)～(2) [略]  

(3) 情報伝達及び案内標示板等の整備 

町は、災害時において外国人が迅速か

つ的確に避難することができるよう、多

言語ボランティア等の協力を得て、多言

語等による避難勧告等の伝達手段の確保

に努める。また、避難場所や避難経路の標

示等、災害に関する案内板等について、ピ

クトグラムの活用等によりわかりやすく

効果的なものにするとともに、多言語の

併記標示を進め、外国人の避難に支障の

ないよう努める。 

 

 [新規] 

 

 

 

 

 

 

(4) 情報の提供 

町は、インターネット等を活用した多

言語及びやさしい日本語による災害情報

の提供に努める。 

  [新規] 

 

 

 

 

 

(5) ボランティアの育成等 

町は、国際理解関係団体等の協力を得

て、災害時において通訳等を行う多言語

ボランティアの養成、登録、研修等の実施

に努める。 

(6) 生活相談 

町は、国際交流理解関係団体等及び多

言語ボランティア等の協力を得て、外国

人に対する相談体制を整備する。 

 

 

 

 

 

１０ 外国人の安全確保対策について 

(1)～(2) [略]   

(3) 情報伝達及び案内標示板等の整備 

① 町は、災害時において外国人が迅速

かつ的確に避難することができるよ

う、多言語ボランティア等の協力を得

て、多言語等による避難指示等の伝達

手段の確保に努める。また、避難場所や

避難経路の標示等、災害に関する案内

板等について、ピクトグラムの活用等

によりわかりやすく効果的なものにす

るとともに、多言語の併記標示を進め、

外国人の避難に支障のないよう努め

る。 

② 町は、県等と協力し、研修を通じて、

災害時に行政等から提供される災害や

生活支援等に関する情報を整理し、避

難所等にいる外国人被災者のニーズと

のマッチングを行う災害時外国人支援

情報コーディネーターの育成を図るも

のとする。 

(4) 情報の提供 

① 町は、インターネット等を活用した

多言語及びやさしい日本語による災害

情報の提供に努める。 

② 町は、災害時に避難所等において、災

害時多言語支援情報コーディネーター

を活用し、効果的な情報収集（外国人被

災者の状況、ニーズ把握）、情報提供（災

害情報、外国人被災者のニーズとのマ

ッチング）を行うよう努める。 

(5) ボランティアの育成等 

町は、国際交流関係団体等の協力を得

て、災害時において通訳等を行う多言語

ボランティアの養成、登録、研修等の実施

に努める。 

(6) 生活相談 

町は、国際交流関係団体等及び多言語

ボランティア等の協力を得て、外国人に

対する相談体制を整備する。 

   

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

○県計画修正に伴う修正 
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第８節 食料・生活必需品等の備蓄計画 

第１ [略] 

第２ 備蓄計画等 

[新規] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 備蓄目標 

[略]  

２ 備蓄計画 

[略]  

(1)～(3) [略]   

(4) 備蓄を行う物資の品目は、毛布、スト

ーブ、発動発電機、カセットコンロ、懐中

電灯、ラジオ、電池、ロウソク、マスク、

消毒液等の全ての避難者に共通して必要

となる物資に加え、要配慮者及び女性、食

物アレルギーを有する者、外国人にも配

慮した物資等の備蓄を計画的に進めるも

のとする。 

 

 

 

 

 

(5)～(6) [略]  

 

第８節 食料・生活必需品等の備蓄計画 

第 1 [略] 

第２ 備蓄計画等 

１ 備蓄の類型 

  備蓄の類型については、次のとおりである。 

(1) 災害に備え、県、町、事業所、町民が主

体となり備蓄する物資（備蓄物資） 

(2) 災害発生時、被災地方公共団体に対し

て被災地外の住民や民間事業者、団体等

から善意で寄せられる物資で、調達費用

等の対価が生じないもの（義援物資） 

(3) 県又は町が、災害に備え、民間事業者

等とあらかじめ締結した協定等に基づ

き、災害時に必要量調達する物資で、協定

の内容により異なるが、基本的には調達

費用等の対価が生じるもの（流通在庫備蓄） 

(4) 国が、被災地方自治体からの具体的な

要望を待たず、避難所避難者への支援を

中心に必要不可欠と見込まれる物資を調

達し、被災地に物資を緊急輸送する仕組

み（プッシュ型支援） 

２ 備蓄目標 

  [略] 

３ 備蓄計画 

  [略] 

 (1)～(3) [略]  

(4) 備蓄を行う物資の品目は、毛布、スト

ーブ、発動発電機、カセットコンロ、懐中

電灯、ラジオ、電池、ロウソク、マスク、

消毒液、携帯トイレ、簡易トイレ等の全て

の避難者に共通して必要となる物資に加

え、性別、性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）

のニーズに違いや要配慮者及び女性、食

物アレルギーを有する者、外国人等の多

様なニーズに配慮した物資等の備蓄を計

画的に進めるものとする。また、段ボール

ベッド、パーティションなど新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めるものとする。 

(5)～(6) [略]  

 

 

 

 

 

修正 

理由 

○県計画修正に伴う修正 

○防災基本計画修正に伴う修正 
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第 11 節 都市防災計画 

第１～第３ [略]  

第４ 津波防災を考慮した土地利用計画 

【復興企画課、都市計画課】 

[略]  

第５ 防災空間の確保 

【復興企画課、都市計画課】 

１～２ [略]  

第６ 市街地開発事業による都市整備 

【復興企画課、都市計画課】 

１～２【略】 

 

 

 

第 14節 津波災害予防計画 

第１ [略] 

第２ 海岸保全施設の整備 

【復興企画課、水産商工課、建設課、総務課】 

第３ 海岸保全施設の管理 

【復興企画課、水産商工課、建設課、総務課】 

第４ 安全な居住地の整備 

【復興企画課、建設課、都市計画課】 

第５ 防災施設の整備 

【復興企画課、建設課、総務課】 

第６ 町民への情報伝達 

 [略] 

※ 現在地盤が沈下していることに加え、津

波防御機能が低下している状況であること

から、防潮堤の再整備等が完了するまでの

間は、原則として津波注意報発表時には避

難勧告を、津波警報若しくは大津波警報発

表時には避難指示（緊急）を発令するものと

する。 

 

 

大津波警

報発表時 

・町民に対する広報（大津波警報

の伝達） 

※町民に対する避難指示（緊急） 

津波警報

発表時 

・町民に対する広報（津波警報の

伝達） 

※町民に対する避難指示（緊急） 

津波注意

報発表時 

・町民に対する広報（津波注意報

の伝達） 

※町民に対する避難勧告 

第 11 節 都市防災計画 

第１～第３ [略]  

第４ 津波防災を考慮した土地利用計画 

【政策企画課、都市計画課】 

[略]  

第５ 防災空間の確保 

【政策企画課、都市計画課】 

１～２ [略]  

第６ 市街地開発事業による都市整備 

【政策企画課、都市計画課】 

１～２【略】 

 

 

 

第 14節 津波災害予防計画 

第１ [略] 

第２ 海岸保全施設の整備 

【政策企画課、水産商工課、建設課、総務課】 

第３ 海岸保全施設の管理 

【政策企画課、水産商工課、建設課、総務課】 

第４ 安全な居住地の整備 

【政策企画課、建設課、都市計画課】 

第５ 防災施設の整備 

【政策企画課、建設課、総務課】 

第６ 町民への情報伝達 

 [略] 

※ 現在地盤が沈下していることに加え、津

波防御機能が低下している状況であること

から、防潮堤の再整備等が完了するまでの

間は、原則として津波注意報、津波警報若し

くは大津波警報発表時には避難指示を発令

するものとする。 

 

大津波警

報発表時 

・町民に対する広報（大津波警報

の伝達） 

※町民に対する避難指示 

津波警報

発表時 

・町民に対する広報（津波警報の

伝達） 

※町民に対する避難指示 

津波注意

報発表時 

・町民に対する広報（津波注意報

の伝達） 

※町民に対する避難指示 

修正 

理由 

 

○町独自の修正（組織改編に伴う修正） 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

 

 


